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平成 23年「高年齢者の雇用状況」集計結果 

 ～「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は８７．８％（前年比１．６ポイント上昇）～ 

 

高年齢者を 65 歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況

など、平成 23 年「高年齢者の雇用状況」（６月 1 日現在）の集計結果をまとめま

したので、公表します。  

 

年金の支給開始年齢引き上げを受け（平成 25年４月から 65歳）、「高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用の確保を図る

ため、企業に「定年の廃止」や「定年引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいず

れかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在

の高年齢者の雇用状況を提出することを求めています。  

今回の集計結果は、この雇用状況報告を提出した「31 人以上規模」の企業

約 1,414 社の状況をまとめたものです。なお、この取りまとめでは、常時雇用する

労働者が 31 人～300 人規模を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」として

います。 

 

平成２３年１０月１２日（水） 

（照会先） 

沖縄労働局 職業安定部 職業対策課 

 部  長  島田 博和 

 課  長  平良 博 

（電話）   098-988-3701 

（ＦＡＸ）  098-951-3507 
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＜集計対象＞ 

31人以上規模の企業 1,414社 

中小企業（31～300人規模）：1,320社 

（うち 31～50人規模：520社、51～300人規模：800社) 

大企業 （301人以上規模）： 94社 

 

（注１）定年の引き上げ、及び継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせ

て段階的に引き上げられ、平成 25年 3月 31日までは 64歳、平成 25年 4月 1日から 65歳とな

る。 

 

（注２）事業主は継続雇用制度を導入する場合、労使協定を締結した上で対象となる高年齢者に係る

基準を設けることが認められているが、300人以下規模企業の場合、平成22年度末までの間、労

使協議が調わない場合に限り、労使協定によらず就業規則などで基準を定めることが特例で認め

られていた。 

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は87.8％（前年比1.6ポイ 

ント上昇）。【別表１】 

 「31～300人」の中小企業は87.0％（同1.1ポイント上昇）。 

 「301人以上」の大企業は97.9％（同7.3ポイント上昇）。 

 

２ 希望者全員が65歳まで働ける企業等の状況 
(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は44.1％（同1.4ポイント上昇）。 

【別表５】 

 「31～300人」の中小企業は45.4％（同1.4ポイント上昇）。 

うち「31～50人」が47.3％（同0.4ポイント上昇）と最も多い。 

 「301人以上」の大企業は25.5％（同0.5ポイント上昇）となっており、特 

に中小企業での取り組みが進んでいる。 

 

(2)「70歳まで働ける企業」の割合は16.5％（同0.5ポイント低下）。【別表６】 

 「31～300人」の中小企業は17.2％（同0.5ポイント低下）。 

うち「31～50人」が18.5％（同0.4ポイント上昇）と最も多い。 

 「301人以上」の大企業は7.4％（同0.9ポイント低下）となっており、特に

中小企業での取り組みが進んでいる。  

 

３ 定年到達者の継続雇用状況 
過去１年間に定年を迎えた人（2,956人、31人以上規模企業）のうち、継続 

雇用を希望しなかった人は615人（20.8％）、継続雇用された人は2,315人 

（78.3％）、基準に該当せず離職した人は26人（0.9％）。【別表８】 

 希望者全員の継続雇用制度により確保措置を講じている企業では、過去１

年間に定年を迎えた人（1,111人、31人以上規模企業）のうち、継続雇用さ

れた人は995人（89.6％）。 

 基準該当者の継続雇用制度により確保措置を講じている企業では、過去１

年間に定年を迎えた人（1,281人、31人以上規模企業）のうち、継続雇用さ

れた人は829人（64.7％）、基準に該当せず離職した人は16人（1.2％）。 
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１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 
(1) 全体の状況 

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合は

87.8％（1,241社）（前年比 1.6ポイントの上昇）、51人以上規模の企業で 90.3％ 

（807社）（同 1.3ポイントの上昇）となっている。 
雇用確保措置を未実施である企業の割合は 12.2％（173 社）（同 1.6 ポイントの低

下）、51人以上規模企業で 9.7％（87社）（同 1.3ポイントの低下）となっている。 

（別表１） 
 

(2) 企業規模別の状況 
雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では 97.9％ 

（92 社）（前年比 7.3ポイントの上昇）、中小企業では 87.0％（1,149社）（同 1.1 ポイント

の上昇）となっている。 

（別表 1） 
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(3) 雇用確保措置の上限年齢 
雇用確保措置の上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の

義務年齢である 64歳を上限年齢としている企業は 11.0％（137社）（同 0.3ポイントの低

下）となっている。 

法の義務化スケジュールより前倒しして 65歳以上を上限年齢としている企業（定年の

定めのない企業を含む。）は 89.0％（1,104 社）（同 0.3 ポイントの上昇）となっている。

（別表３） 
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(4) 雇用確保措置の内訳 

雇用確保措置の実施済企業のうち、 

①「定年の定めの廃止」により雇用確保措置を講じている企業は 4.5％（56社） 

（同 0.2ポイントの低下）、 

②「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は 14.1％（175社） 

（同 0.2ポイントの上昇）、 

③「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は 81.4％ 

（1,010社）（前年度同） 

となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度により雇用

確保措置を講じる企業の比率が高い。 

（別表４－１） 
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(5) 継続雇用制度の内訳 
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（1,010社）のうち、 

①希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は 43.4％（438社） 

（同 0.2ポイントの上昇）、 

②対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定で定め、当該基準に基づく継続雇用

制度を導入している企業は 56.6％（572社）となっている。 

（別表４－２） 
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２ 希望者全員が 65歳以上まで働ける企業等について 

(1) 希望者全員が 65歳以上まで働ける企業の状況 
希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合は 44.1％（623 社）（同 1.４ポイントの上

昇）となっている。 
企業規模別に見ると、 

①中小企業では 45.4％（599 社）（同 1.4 ポイント上昇）、 

②大企業では 25.5％（24 社）（同 0.5 ポイント上昇）、 

となっており、特に中小企業での取組が進んでいる。（別表５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「70歳まで働ける企業」の状況 

「70歳まで働ける企業」の割合は 16.5％（234社）（同 0.5 ポイントの低下）となっている。 
企業規模別に見ると、 

①中小企業では 17.2％（227 社）（同 0.5 ポイント低下）、 

②大企業では 7.4％（7社）（同 0.9 ポイント低下）、 

となっている。（別表６） 
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３ 定年到達者の動向 

過去１年間の定年到達者（2,956 人）のうち、継続雇用を希望しなかった者の数 

（割合）は 615 人（20.8％）、定年後に継続雇用された者は 2,315 人（78.3％）、 

継続雇用を希望したが基準に該当しないことにより離職した者は 26 人（0.9％）、 

継続雇用を希望した者について見ると、継続雇用された者の割合は 98.9％、 

基準に該当しないことにより離職した者の割合は 1.1％となっている。 

また、継続雇用制度により雇用確保措置を講じている企業のうち、 

①希望者全員を継続雇用している企業では、過去 1 年間の定年到達者 1,111 人

のうち、継続雇用された者の数（割合）は 995 人（89.6％）、 

②基準該当者を継続雇用している企業では、過去 1 年間の定年到達者 1,281 人

のうち、継続雇用された者の数（割合）は 829 人（64.7％）、継続雇用を希望した

が基準に該当しないことにより離職した者は 16 人（1.2％）、 

となっている。（別表８） 
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４ 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向 

51人以上規模企業における 60歳以上の常用労働者数は 13,309人であり、雇

用確保措置の義務化前 (平成 17 年)と比較すると、6,459 人増加している。 

31人以上規模企業における 60歳以上の常用労働者数は 15,264人であり、平

成 21 年と比較すると、2,945 人増加している。（別表９） 

60歳以上の常用労働者の推移
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５ 今後の取組 

(1) 雇用確保措置の定着に向けた取組 
雇用確保措置については、中小企業に係る経過措置切れを含む未実施企業

が 173 社あることから、引き続き、各都道府県労働局、ハローワークによる個別指

導を強力に実施し、早期解消を図る。 

 
(2) 希望者全員が 65歳以上まで働ける企業の普及 

平成 25 年度には、年金の支給開始年齢の定額部分が 65 歳に引き上げられ、

報酬比例部分の引上げが始まることも踏まえ、60 歳代前半の雇用確保を図るた

め、希望者全員が 65 歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業

に積極的に働きかけを行う。 
 

(3) 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発 
少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の低下、団塊世代の 65歳への到達等

を踏まえ、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」

の活用等により、65 歳までの雇用確保を基盤として「70 歳まで働ける企業」の普

及・啓発に取り組む。 



　表1　雇用確保措置の実施状況
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(90.6%)

(1,245)

(86.2%)

(803)

(89.0%)
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　表3　雇用確保措置実施企業における上限年齢の内訳
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(1,104) (141) (1,245)

(88.7%) (11.3%)

(702) (101) (803)

(87.4%) (12.6%)

　表4-1　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳

(59) (170) (929) (1,158)

(5.1%) (14.7%) (80.2%)

(39) (75) (328) (442)

(8.8%) (17.0%) (74.2%)

(20) (95) (601) (716)

(2.8%) (13.3%) (83.9%)

(0) (3) (84) (87)

(0.0%) (3.4%) (96.6%)

(59) (173) (1,013) (1,245)

(4.7%) (13.9%) (81.4%)

(20) (98) (685) (803)

(2.5%) (12.2%) (85.3%)

　表4-2　継続雇用制度の内訳

(417) (512) (929)

(44.6%) (55.4%)

(161) (167) (328)

(49.1%) (50.9%)

(253) (348) (601)

(42.1%) (57.9%)

(24) (60) (84)

(28.6%) (71.4%)

(438) (575) (1,013)

(43.2%) (56.8%)

(277) (408) (685)

(40.4%) (59.6%)

100.0%

100.0%

100.0%

92

434

715

3.0%

101

12.5%

32

7.4%

23

3.2%

1

1.1% 3.3%

88

95.7%

1,241

88.5%

93

11.5%

807

100.0%

③継続雇用制度の導入

100.0%11.0%

1,104

89.0%

1,149

100.0%

434

100.0%

715

100.0%

92

100.0%10.9%

89.9%

632

88.4%

82

89.1%

10.1%

83

11.6%

10

①65歳以上
（含定年制なし）

②64歳 ①＋②合計

137

1,022

88.9%

390

127

11.1%

44

338

40.8%

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

51人以上
総計

714

168 328

100.0%

25.0%

594

56.9% 100.0%

88

51.2%

66

175

14.1%

②基準該当者

1,2411,010

81.4%

84.5% 100.0%

807

100.0%

①＋②合計

24 682

328

75.6%

594

83.1%

74

98

13.7%

51人以上
総計

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

3

①＋②＋③合計

55

4.8%

922

80.2%

172

15.0%

1,149

100.0%

①定年の定めの廃止 ②定年の引上げ

506 922

45.1% 54.9% 100.0%

56

4.5%

17.1%

31～50人
160

51～300人
256

48.8%

43.1%

31～300人
416

①希望者全員

682

59.2%

301人以上
22

31人以上
総計

438

100.0%

75.0% 100.0%

（社、％）

（社、％）

51人以上
総計

278

572 1,010

43.4% 56.6% 100.0%

404
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表5　65歳まで希望者全員が働ける企業の状況
（社、％）

55 (59) 156 (152) 388 (382) 599 (593) 1,320 (1,348)

4.2% (4.4%) 11.8% (11.3%) 29.4% (28.3%) 45.4% (44.0%)

32 (39) 67 (65) 147 (150) 246 (254) 520 (542)

6.2% (7.2%) 12.9% (12.0%) 28.3% (27.7%) 47.3% (46.9%)

23 (20) 89 (87) 241 (232) 353 (339) 800 (806)

2.9% (2.5%) 11.1% (10.8%) 30.1% (28.8%) 44.1% (42.1%)

1 (0) 2 (2) 21 (22) 24 (24) 94 (96)

1.1% (0.0%) 2.1% (2.1%) 22.3% (22.9%) 25.5% (25.0%)

56 (59) 158 (154) 409 (404) 623 (617) 1,414 (1,444)

4.0% (4.1%) 11.2% (10.7%) 28.9% (28.0%) 44.1% (42.7%)

24 (20) 91 (89) 262 (254) 377 (363) 894 (902)

2.7% (2.2%) 10.2% (9.9%) 29.3% (28.2%) 42.2% (40.2%)

表6　「70歳まで働ける企業」の状況
（社、％）

55 (59) 9 (10) 46 (53) 87 (103) 30 (13) 227 (238) 1,320 (1,348)

4.2% (4.4%) 0.7% (0.7%) 3.5% (3.9%) 6.6% (7.6%) 2.3% (1.0%) 17.2% (17.7%)

32 (39) 3 (3) 17 (17) 32 (36) 12 (3) 96 (98) 520 (542)

6.2% (7.2%) 0.6% (0.6%) 3.3% (3.1%) 6.2% (6.6%) 2.3% (0.6%) 18.5% (18.1%)

23 (20) 6 (7) 29 (36) 55 (67) 18 10 131 (140) 800 (806)

2.9% (2.5%) 0.8% (0.9%) 3.6% (4.5%) 6.9% (8.3%) 2.3% (1.2%) 16.4% (17.4%)

1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 3 (2) 7 (8) 94 (96)

1.1% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 3.2% (6.3%) 3.2% (2.1%) 7.4% (8.3%)

56 (59) 9 (10) 46 (53) 90 (109) 33 (15) 234 (246) 1,414 (1,444)

4.0% (4.1%) 0.6% (0.7%) 3.3% (3.7%) 6.4% (7.5%) 2.3% (1.0%) 16.5% (17.0%)

24 (20) 6 (7) 29 (36) 58 (73) 21 (12) 138 (148) 894 (902)

2.7% (2.2%) 0.7% (0.8%) 3.2% (4.0%) 6.5% (8.1%) 2.3% (1.3%) 15.4% (16.4%)

51人以上
総計

※「その他の制度で70歳以上」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて何ら
かの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度がある場合を指す。

31人以上
総計

定年の定めなし 70歳以上定年 希望者全員
70歳以上

基準該当者
70歳以上

51人以上
総計

301人以上

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

31～50人

継続雇用制度
その他の制度で

70歳以上

100.0%

100.0%

合計
報告した

全ての企業

51～300人

31～300人

報告した全ての企
業定年の定めなし 65歳以上定年

希望者全員
65歳以上
継続雇用

合計

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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表７　都道府県別の状況

北海道 92.5% （95.0%） 45.9% （44.2%） 16.1% （15.8%）
青森 97.8% （97.0%） 53.8% （51.8%） 17.9% （18.2%）
岩手 93.1% （96.0%） 57.5% （56.1%） 17.0% （15.8%）
宮城 95.3% （95.4%） 45.6% （43.9%） 16.8% （14.6%）
秋田 96.5% （98.6%） 58.8% （58.2%） 15.5% （13.7%）
山形 96.8% （97.5%） 45.1% （43.4%） 12.9% （12.2%）
福島 91.1% （95.7%） 48.9% （47.4%） 14.5% （13.8%）
茨城 93.1% （96.9%） 52.7% （50.2%） 17.5% （17.5%）
栃木 92.3% （95.8%） 51.3% （51.0%） 16.4% （16.4%）
群馬 95.2% （96.1%） 55.7% （52.7%） 16.6% （15.1%）
埼玉 97.5% （96.2%） 51.5% （50.3%） 18.2% （19.4%）
千葉 92.7% （95.4%） 50.6% （50.9%） 22.4% （22.6%）
東京 95.0% （96.8%） 38.2% （35.8%） 15.0% （15.1%）

神奈川 98.1% （96.5%） 46.6% （44.8%） 18.1% （17.0%）
新潟 96.9% （98.1%） 57.1% （54.8%） 13.4% （11.8%）
富山 98.3% （98.4%） 47.3% （47.9%） 20.2% （14.8%）
石川 95.2% （95.7%） 49.7% （49.4%） 16.2% （16.5%）
福井 98.1% （98.6%） 56.7% （56.3%） 17.0% （16.7%）
山梨 92.6% （95.9%） 47.0% （48.9%） 15.1% （13.6%）
長野 98.5% （98.3%） 58.4% （56.2%） 21.2% （19.2%）
岐阜 99.1% （98.7%） 60.0% （59.7%） 20.7% （20.3%）
静岡 96.7% （96.6%） 55.1% （52.5%） 21.2% （20.8%）
愛知 96.1% （97.8%） 48.2% （48.7%） 20.9% （21.5%）
三重 96.6% （96.8%） 58.8% （56.1%） 21.2% （21.0%）
滋賀 95.0% （95.8%） 47.2% （45.6%） 18.7% （16.4%）
京都 96.0% （95.9%） 50.9% （49.1%） 18.4% （18.5%）
大阪 97.0% （97.4%） 43.6% （41.5%） 17.5% （15.6%）
兵庫 94.8% （95.2%） 46.6% （46.1%） 17.1% （16.6%）
奈良 94.2% （94.9%） 54.6% （51.5%） 20.6% （23.1%）

和歌山 97.1% （93.4%） 51.7% （45.3%） 19.9% （16.4%）
鳥取 96.8% （97.3%） 49.5% （45.7%） 17.0% （15.6%）
島根 97.6% （99.2%） 56.5% （57.1%） 21.1% （21.4%）
岡山 95.3% （96.3%） 52.2% （49.5%） 20.0% （20.1%）
広島 97.2% （97.8%） 52.8% （51.8%） 19.4% （19.2%）
山口 96.8% （96.2%） 52.3% （51.7%） 20.2% （19.9%）
徳島 96.9% （95.4%） 53.5% （49.2%） 19.9% （19.7%）
香川 95.1% （96.3%） 51.7% （50.3%） 18.7% （18.2%）
愛媛 99.2% （98.7%） 44.0% （43.4%） 18.0% （17.5%）
高知 96.8% （97.4%） 46.6% （45.4%） 14.4% （15.5%）
福岡 95.0% （95.8%） 43.9% （43.0%） 16.2% （16.1%）
佐賀 98.3% （98.3%） 48.0% （46.5%） 16.7% （17.0%）
長崎 92.3% （93.9%） 47.0% （44.4%） 20.3% （18.2%）
熊本 93.5% （95.4%） 47.3% （45.5%） 14.5% （14.9%）
大分 95.1% （97.5%） 57.8% （55.8%） 20.0% （18.5%）
宮崎 96.7% （97.1%） 52.2% （51.1%） 18.0% （14.7%）

鹿児島 97.4% （98.8%） 54.8% （52.0%） 18.0% （20.4%）
沖縄 87.8% （86.2%） 44.1% （42.7%） 16.5% （17.0%）

全国計 95.7% （96.6%） 47.9% （46.2%） 17.6% （17.1%）
※31人以上規模企業の状況
※(　)内は、平成22年６月１日現在の数値。

雇用確保措置導入企業割合
65歳以上まで希望者全員

が働ける企業割合
70歳まで働ける企業割合
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表８　定年到達者等の状況

※①は表１の「合計」、②及び③は表４-２の①及び②に、それぞれ対応している。
(　)内は、平成22年６月１日現在の数値。
「継続雇用者」、「継続雇用を希望したが基準に該当しなかったことによる離職者」の下段の割合は、「継続雇用を希望した者」に対する割合。

「継続雇用の終了による離職者数」は継続雇用制度における上限年齢に到達したことによる離職者の数。

表９　年齢別常用労働者数 （人）

（注）括弧内は平成17年を100とした場合の比率（31人以上は平成21年を100とした場合の比率）

(92.1)（123.9） 10,856人 (144.2) 4,408人 平成23年 188,331人 (104.6) 15,264人 

(100.0)

平成22年 187,177人 (103.9) 14,068人 （114.2） 9,237人 (122.7) 4,831人 (100.9)

(141.2)

3
1
人
以

上

規
模
企
業

平成21年 180,070人 (100.0) 12,319人 （100.0） 7,531人 (100.0) 4,788人 

（194.3） 9,494人 (228.8) 3,815人 平成23年 167,542人 (127.6) 13,309人 

(155.3)

平成22年 165,647人 (126.1) 12,396人 （181.0） 8,125人 (195.8) 4,271人 (158.1)

（157.5） 6,594人 (158.9) 4,196人 平成21年 159,099人 (121.1) 10,790人 

(124.4)

平成20年 156,807人 (119.4) 9,531人 （139.1） 5,765人 (138.9) 3,766人 (139.4)

（113.9） 4,440人 (107.0) 3,360人 平成19年 144,830人 (110.3) 7,800人 

(100.0)

平成18年 136,165人 (103.7) 6,752人 （98.6） 3,953人 (95.3) 2,799人 (103.6)

65歳以上

5
1
人
以
上

規
模
企
業

平成17年 131,324人 (100.0) 6,850人 （100.0） 4,149人 (100.0) 2,701人 

年齢計 60歳以上合計
60～64歳

16

1.2%

（98.4%）

34.0% （32.1%） 845

（1.1%）

156
1.9% （1.6%）

（67.9%）

829

64.7% （66.8%）

（100.0%） 98.1%

66.0%

100.0%

③
基準該当者の継続雇用制度により確

保措置を講じている企業
572 1,281 436

3

0.3% （0.0%）

73
0.3% （0.0%）

（87.8%）

995

89.6% （87.8%）

（100.0%） 99.7% （100.0%）

10.2% （12.2%） 998

89.8%

100.0%

②
希望者全員の継続雇用制度により確

保措置を講じている企業
438 1,111 113

26

0.9% （0.8%）

272
1.1% （1.0%）

（78.9%）

2,315

78.3% （78.1%）

（100.0%） 98.9% （99.0%）

20.8% （21.1%） 2,341

79.2%

100.0%

①
31人以上規模企業合計 1,414 2,956 615

企業数
（社）

定年到達者総数
（人）

継続雇用の
終了による
離職者数

（人）

定年による離職者数
（継続雇用を希望しなかった者）

継続雇用を希望した者
継続雇用者

継続雇用を希望したが基準に
該当しなかったことによる離職者
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